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はじめに

今日はワークシェアリングについてしゃべれ

と言われましたが、本来、私は書くのが専門な

ので、記者ではなく話者になってしまうから、

あまりしゃべるなと会社では言われております。

なぜ私がここに来たかというと、今年の春に

『ワークシェアリングの実像　雇用の分配か、

分断か』という本を岩波書店から出版し、今日

テーマになっているようなことを書いたことが

きっかけになって、あちこちでワークシェアリ

ングとは本当は何なのか説明してと言われるに

至ったわけです。もし、今日の話をお聞きにな

って、もう少し詳しく知りたいという方がいら

っしゃれば、それをお買いいただくなり、図書

館でお読みいただくと、なおのこと理解が進ん

でいいかと思っています。

もともと新聞記者はあまり話が上手ではなく、

書くことが基本的な仕事なのですが、ただ１つ

ちゃんと言っておいた方がいいだろうと思うの

は、ワークシェアリングについて誤解が非常に

多いことです。何でもかんでもワークシェアリ

ングになってしまっているのが最近の潮流です。

ある国会議員さんが、「議員の給料をみんなで

分ける、これが一種のワークシェアリングみた

いなもので」とみんなの前で言ってしまって、

「あっ、また言ってしまった」と。私はその議

員さんを多少存じあげていたもので、もっと早

く本を贈ってあげればよかったと思ったのです

が、それは少し違います。でも、日本では、か

なりそのように使われているということに大き

な問題点があるわけです。

ワークシェアリングとは何か

それでは、ワークシェアリングとは何なのか。

もともとは英語で、ワークは仕事、シェアは分

け合う、すなわち仕事を分け合うということで

す。国際機関ではかなりいろいろな定義があり

ます。ＩＬＯ、ＯＥＣＤなど３つぐらいの機関

で定義をしておりまして、共通していることは、

みんなの持っている仕事を分けて労働時間を短
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縮し、余った仕事をほかの人に分け、失業者を

助けるということです。それにほぼ尽きると言

っていいと思います。

なぜ、こんなことが出てきたかというと、も

ともとは1929年、世界大恐慌のときに左派労働

運動（プロフィンテルン）がヨーロッパを中心

に全世界的に起こりました。ここで不況対策と

して、みんな仕事がなくて困っているのだった

ら、働くものどうしが連帯し、仕事を分け合っ

て、困らないようにみんなで食いつなげばいい

ではないかという発想が出てきました。つまり、

もともとは働く者がお互いに助け合おうという

考え方です。ですから、賃金を分けるとか、賃

金カットをするということとは少しずれている

わけです。単純に、今自分が持っている仕事を

困っている人に分ける、そのために労働時間を

短縮する、これが基本なのです。これがもとも

とのワークシェアリングなので、わりと欧州で

は明るい見方をされています。ワークシェアと

いうと、美しいもの、みんなのためにいいもの

というイメージです。

ところが、日本でいわれているワークシェア

リングを取材しているうちに、非常にイメージ

が悪いことに気づき始めました。例えばある会

合で、ワークシェアリングについて話をしに行

きましたら、会場の方から、「ワークシェアリ

ングとは賃金カットのことですか」、また「賃

下げなのですか」と聞かれるわけです。これは、

かなりワークシェアリングが違った意味で使わ

れているのだろうということに気づき始めたわ

けです。もともとは、労働運動の人たちが働く

人たちによかれと思って考え出した概念です。

日本でワークシェアリングが話題になった発

端は、経営側の方が言い始めている、これが特

徴です。1999年ごろだったと思いますが、当時

の日経連（日本経団連）会長さんの奥田さん

等々が、新聞紙上を通じて、「こんなに景気が

悪かったら解雇は避けられないが、解雇はした

くない。だからみんなでワークシェアリングを

しよう」と呼びかけたのです。そのときに私が

「えっ」という感じがしたのは、経営側が言う

のは順番が逆なのではないか、なぜ労働側が言

えないのだろうという非常に素朴な疑問からで

した。

そうこうするうちに、新聞記者などに説明を

するときに、必ずワークシェアリングという言

葉の前に、「賃下げを伴う」という言葉をつけ

ているのです。新聞記者はナイーブですから、

「私どもは、賃下げを伴うワークシェアリング

を導入したいと思います」と言われると、そう

かと思って、「賃下げを伴うワークシェアリン

グ」と書いてしまうわけです。そうすると、枕

詞にいつも賃下げが入ってくるので、「賃下げ

を伴うワークシェアリング」が「ワークシェア

リング」なのだと、みんなの中で変換され始め

るわけです。そして、いつの間にか混同が起き

始めて、ワークシェアリングとは賃下げなのだ

となってしまうわけです。日本ではそういうと

ころがあります。

リストラというのも、もともと「リストラク

チャリング（事業の再構築）」ですから、一種

の企業の構造改革です。だから、本当は企業の

方がしなくてはいけない話であるにもかかわら

ず、いつの間にか解雇と同じになってしまって、

首切りのことをリストラと言うようになり、し

わ寄せは働く方に来てしまったという時期があ

りました。それではあまりにイメージが暗いの

で、その後は企業の構造改革を「リエンジニア



リング」と言ったりしています。言い換えても

私は同じだと思うのですが、そのように言い換

えをしなくてはいけないぐらいまで、リストラ

という言葉が暗いイメージになってしまった。

それと同じで、欧州では、働く者どうしの連

帯のつもりの「分け合い」という、わりと美し

いイメージだったものが、日本では賃下げにな

ってしまったという仰天の気持ちがあり、これ

が私をして調べてみようかという気持ちにさせ

たわけです。

ですから、どうやればワークシェアができる

のかというハウツーをお望みの方には、あまり

今日はよくないかもしれません。ただし、ワー

クシェアリングとは、本来はこういうことが目

的で、今やっているものは、この辺を何とかい

じれば少しはましなものになるかもしれないと

いうことはいえると思います。

欧州でのワークシェアリング

それではまず、なぜ欧州でのワークシェアリ

ングは比較的明るいイメージなのか、この点か

らご説明をするとわかりやすいのではないかと

思います。労働時間を短縮し、ほかの人に仕事

を分けると言っているわけですが、そのときに

賃下げをしないとします。労働時間短縮だけを

して賃金カットをしないとすると、これはもの

すごい負担になります。８時間労働で10万もら

っていたものが、４時間労働で10万もらったと

すると、時間あたりの時給では２倍の賃上げに

なってしまうわけです。ですから、私は経営側

が、「賃下げを伴う」と念を押す気持ちはわか

らないでもありません。だけれども、それがワ

ークシェアの定義なのかというと、そんなこと

は全くありません。欧州でのワークシェアリン

グは、かなりの部分がそうではないものです。

ドイツ　ＩＧメタルの週労働時間短縮運動

例えば、ドイツで1980年代の半ばぐらいに、

自動車会社などが入っているＩＧメタルという

大きい金属労組がストを打ち、週労働時間の短

縮を要求します。このときは週37.5時間ぐらい

まで減らせということと、1993年までには週35

時間労働にしろという要求を掲げた大ストでし

た。経営側は難色を示しました。というのは、

そのときは、もちろん賃下げをしない労働時間

短縮だったからです。これでは国際競争では勝

てないと難色を示しますが、ストを行ったので、

結局は要求を飲んでしまうわけです。

そのときに、私は取材に行っています。当時

経済部の記者をしており、日本はバブルのとき

で、労働時間が非常に延びて過労死が注目され

ていた時期です。だから、過労死を防ぐために、

せっかく景気がいいのだから、何とか日本で労

働時間短縮をする方法はないのだろうかという

疑問から、経済面で連載をしました。それに続

いて、「それぞれのサラリーマン」という大型

の企画を半年間やるという話が舞い込んできて、

そのメインライターになり、サラリーマンの働

きやすい設計とはいったいどういうものかを欧

州に学ぶという回を担当することになりました。

それで欧州に見に行ったわけです。そのときの

注目点が、ＩＧメタルが中心になってやったド

イツの労働時間短縮だったわけです。

そこで見に行って、労働組合であるＩＧメタ

ルの幹部の人に、こんなに労働時間を短縮して、

賃金を下げないということは可能なのだろうか

と聞きました。すると、彼らは、生産性を上げ

れば大丈夫なはずだというお答えです。それで
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みんなが余った時間を楽しく暮らすことができ

れば、非常に豊かな社会になると。しかも生産

性が上がるから、賃金は実質的には上がったこ

とにはならない。さらにそれによって、少し労

働者を増やせれば失業率が減り、失業手当が減

る。そうすると財源がよくなり、国全体のスキ

ームで見るとプラスになる。だから、これは非

常に国全体の財源にとって金銭面でもプラスに

なるはずだという言い分です。

これを経営側に聞きますと、経営者団体の人

は、やはりさすがに「うーん」という感じにな

っていましたが、自分たちは、労働時間短縮に

は賛成だと。つまり、そうやってみんなが豊か

な暮らしができ、新しい発想がわいて、質のい

い働き手ができる可能性もあると。しかし、賃

金を下げないとなると、特に車などは輸出産業

ですから、国際競争からいうと厳しいという意

見です。

そして、その経営者団体の人が私に、「最近

日本から、あなたのように盛んに視察が来てい

るけれども、いったいこれは何を狙っているの

か」と聞くのです。私が、「労働時間短縮を日

本でもやりたいという声が上がっているので、

その参考にするために取材に来ている」と言い

ますと、「それで最近労働時間は短縮されたの

か」と聞くわけです。私は皮肉なことを言う人

だと思って、「したいのだけれども、そう簡単

に短縮されてはいません」と言ったら、とって

もがっかりした顔をしました。べつに彼は皮肉

を言ったのではなくて、日本の労働時間を本当

に短縮してほしかったらしいのです。

なぜかというと、自分たちの国の中では、労

働時間を短縮して豊かな暮らしがしたい。だけ

ど国際競争がいつもネックになっていて、そう

簡単にＯＫできない。もし日本が一緒になって

労働時間を短縮してくれたら、国際的スタンダ

ードができて、みんなが豊かな暮らしができる。

だから、何とか日本でも労働時間を短縮してほ

しいのだけど、だめなのでしょうかというよう

な意見なのです。

私が行く前の年に、日経連の方が視察に行っ

ていたそうです。そのときに、日経連の方がそ

の経営者の方に「ドイツの労働時間短縮は私ど

もとしては大賛成です。どんどん短縮してくだ

さい。そうすると日本の競争力が相対的に上が

って、日本はもっと車を売り込めるようになり

ます」とおっしゃったそうです。私は少し顔が

赤くなりました。本当にそんなことを言ったの

かと思うのですが、経営者団体の人は言ったと

言うのです。だから、彼らはとても競争のこと

を気にしていて、自分たちが賃金を維持したま

まで、労働時間を短縮したら危ないかもしれな

いと心配をしていたのがそのころです。

それが、ドイツのＩＧメタルが勝ち取ったワ

ークシェアリングのかたちです。

フォルクスワーゲンの93年協約

そうこうするうちに、東西ドイツの統合など

があって、ドイツも非常に厳しい状況に突入す

る時期が来ます。しかも、冷戦が終わって、そ

れまでの旧社会主義国の人々が猛烈な勢いでも

のを作り始めた時期が90年代です。それまでは、

社会主義国の人は、市場経済はよくないもので

あるから、自分たちは基本的には参入しないと

いうのが建前になっており、ものをバンバン作

って輸出して、豊かになろうとすることはあま

りいいことではないというのが基本的な考え方

だったと思います。
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ところが、冷戦が終わって、ソ連が崩壊しま

す。その前後、東欧もどんどん変わって、中国

も共産主義政権ではあるけれども市場経済にも

打って出ると言い始める時期が90年代になって

出てきたわけです。

そうすると、みんながものを作ることになり

ます。これまでは、世界の半分でものを作って

世界市場に出していたものが、おおざっぱに言

えば、全世界で市場に出すようになるというこ

とです。これを大競争（メガコンペティション）

と呼んでおり、半分でやっていた競争を全員で

やるという状況に突入してきます。

東ドイツの統合があって、メガコンペティシ

ョンがあり、さらにそのメガコンペティション

の中には、社会主義圏だけでなく、アジアも非

常に力をつけてきて、いいものを安い賃金で作

れるようになってきます。

そうすると、物づくりに依存している国、特

に先進国は非常に苦しいわけです。ドイツは今

言ったような理由で労賃が非常に高い国です。

世界の先進国で日本よりも高いのはドイツだけ

です。ほかはみんな少し安いです。賃金水準は、

日本を100とするとドイツは135ぐらいではない

かと思います。どんどん労働時間短縮をやって、

賃金を下げずに頑張ってやってきたわけですか

ら高いはずです。しかもドイツは世帯主義で、

家父長性がもともと強かったので、女の人は働

いてはいますが、働かないものだというスキー

ムでいまだにやっている社会です。そうすると、

お父さんは基本的に家族を養う賃金を欲しがり、

１人あたりの賃金が上がります。高いのはあた

りまえなのです。

となってきますと、そうそう持たないという

状況が一部に出てきます。93年に、フォルクス

ワーゲンという有名な大きな自動車会社が、労

使で協約を結んで、ワークシェアリングをする

という企画がまた出てきました。このときには、

２割労働時間を短縮して、週28.8時間、賃金も

２割削減と、初めて賃下げありのワークシェア

リングが出てきたわけです。それまでの欧州で

は、あとでフランスの例もありますが、賃下げ

ありのワークシェアは基本的になかったと言っ

ていいと思います。それがここで出てきたわけ

です。

しかも、それまでは、労使といっても労働組

合全体と使用者組合全体が、産業別に交渉をし

て賃金を決めるのがドイツのやり方です。日本

のように企業内で決めるわけではないのです。

ところが、フォルクスワーゲンのときには、フ

ォルクスワーゲン１社の労使で相談して、こう

いうことをしてしまったわけです。だから、こ

の協約は、賃下げがあったということが１つと、

企業別組合のようになってしまうのではないか

という不安が１つあって、日本の労働界に結構

ショックを与えたわけです。

ただし、これには少し違うところがあります。

というのは、ドイツでは賃金は先程言ったよう

に産業別で決めますから、賃金部分は１社だけ

ではいじれないのです。では、なぜ２割カット

ができたかというと、手当です。フォルクスワ

ーゲンは、ドイツの中でも超優良企業ですから、

同業他社と比べて、大体手当込みで２割ぐらい

賃金が高いといわれていました。その２割の部

分の手当を２年間だけ時限的に削減し、代わり

に解雇を防ぐという約束なのです。手当はいじ

れるものですから、労使で話がつくわけです。

それまでは３万人を解雇すると言っていたので

すが、その２割の削減で、何とか２年間、１人
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の解雇も出さないで持たせようという協約です。

２割の賃金カットといったら、すごいとお思

いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、

手当部分だから何とかなります。しかも同業他

社に比べて２割高いわけですから、生活水準と

してはそこそこはやっていけるということだと

思います。そのようなかたちで、フォルクスワ

ーゲンは、賃下げありのワークシェアリングを

初めて導入したわけです。

ただ、この場合も、労働側はかなりのものを

取っていると私は考えています。まず１人も解

雇を出さなかったことが１つです。３万人を何

とか引きずってやったといわれています。それ

から、もう１つは、ほかの自動車会社でも非常

に環境が厳しいので解雇をしたがっていたのが、

フォルクスワーゲンがこの措置をやってしまっ

たために、解雇がしにくくなってしまったので

す。だから、当時、経営者団体の中でフォルク

スワーゲンはずいぶん周りから文句を言われた

ようです。「あなたがよけいなことをするから、

私たちは解雇がしにくくなったではないか、よ

けいなことをしないでほしい」と。フォルクス

ワーゲンは、もともと労組側が経営陣に入って

いるような経営参加型の会社ですから、それに

よって、賃下げはしたけれども解雇は出さず、

解雇をすればいいのだという業界の機運をふさ

いだ。そういう意味では一本勝ちのケースです。

大負けのように見えて一本勝ちなのが、フォル

クスワーゲンのケースです。

オランダ　ワッセナー合意に始まる賃金抑制

次に、オランダです。最近、非常に有名で、

ワークシェアリングのメッカのように日本では

いわれているわけですが、ドイツとは全く違う

やり方です。ここは賃下げありなのです。しか

し、かなりいろいろな補填を考えてやっている

のが現状です。

まず、どうしてオランダがこういうことをや

るようになったか。オランダでは北海に油田が

1950～1960年ぐらいに出まして、その天然ガス

で景気が良くなった時期がありました。まず、

最初に天然ガス会社が賃上げをします。そうす

るとほかの業界も連れて一緒に上がり、全般に

賃金は非常に上がってしまう。しかも、オラン

ダももともと世帯主義です。つまり、奥さんは

基本的に働かず、おうちで家事、育児をするの

が幸せと。

行った方はご存じかもしれませんが、オラン

ダに行くと窓ガラスがピカピカに磨いてあって、

中をのぞくと、すごくきれいなお部屋で、カー

テンなどもとてもきれいです。要するに、ピカ

ピカにして、見てもらってもいいようなおうち

になっている。これは一説によるとプロテスタ

ンティズムで、神様の目からは何も隠せないか

ら、すべてをきれいにしておかなければいけな

いということで、隠さないようにするのだ、理

由でことで、カーテンもつけないのだと。だか

ら、磨かないと恥ずかしくてやっていけないか

らきれいにするのだという説があったり、そう

ではなくて、インテリアにすごく凝っている人

たちで、家以外に楽しみがないのだという人な

どがいます。フランス人は口が悪くて、オラン

ダ人のようにおいしくないものを食べていたら、

家ぐらいしか楽しみがないのはあたりまえだろ

うと悪口を言っています。

そのような人たちで、非常に質実剛健、現実

的、家を非常に大事にし、きれいにしている人

たちです。そういうところは奥さんがやってい
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るわけです。家事専業の専業主婦が家をきれい

にして暮らしているのです。

そういうところで、賃金が上がり生活水準が

上がっていきますと、当然１人あたりの賃金は

ドイツの例のように上がっていきます。世帯賃

金で、全体の生活水準が上がれば、非常に高い

賃金になるのはわかりますね。いつまでも高景

気が続けばいいのですが、必ず景気は悪くなる

時期があります。そのときに、一度上げた賃金

は下げられません。そうしたら、生活にも非常

に大きく響きますから、賃下げするのは本当に

大変だと思います。それで、ずっと賃下げをし

ないでやってきたわけです。そうすると、経営

者の人は、こんな高い人たちは雇えないという

ことになり、解雇が始まります。70年代から80

年代にかけてオランダは大リストラ期で、どん

どん解雇します。

オランダの場合は、日本よりもっと簡単に解

雇できる理由があります。非常に完備した傷病

手当があるのです。労働不能手当と呼んでいる

のですが、病気になったりしてお医者さんの認

定をもらいますと、その認定が下りたあとから、

直前の賃金の100％が、次に仕事が見つからな

いかぎり出続けるという手当があるのです。仮

に私が病気になって、申請をして認定を受けま

す。そうすると、次の日から、私がこれまでも

らっていた賃金の100％が、次が見つかるまで

ずっともらえるのです。

たぶん景気のいいときにできた制度だと思い

ます。高福祉国ですから、みんな安心して暮ら

せるようにと。先程、家事・育児は奥さんがす

ると言いましたが、高齢者介護はかなりの高度

なことを国がやっている社会ですから、そのよ

うなかたちでいい時期にできた制度なのだと思

います。

そして、それがあるので、辞めろと言われた

ら、認定を受けた人はみんな簡単に仕事を辞め

てしまうわけです。しかも、例えば、鬱病など

でも認定されてしまうのです。手が１本なくな

ったとか、本当に歩けないような病気だったら

しょうがないという気持ちもあると思うのです

が、鬱病やちょっとした病気でも、かなり簡単

に認定されてしまうらしいです。ですから、認

定をもらうと、リストラしたい企業の人は、そ

の認定の資格を持っている人を呼んで、「君、

辞めてくれないか」と言うわけです。そうする

と、辞めても認定があって、「私は病気だから

です」と言えばいいわけです。みんな働きたい

ですから、辞めたくないとは思うのですが、で

も「しょうがないか」と言って、気軽に辞めて

しまうのです。そして、失業者がどんどん増え

るわけです。

私は、80年代に認定を受けた人に、オランダ

で会って話を聞きました。背が高くてがっちり

していて、顔色はつやつやの頑健な男性です。

でも、いまだに受けているのです。最近100％

は改定されて、70％に下がり、認定も非常に厳

しくなりました。だいぶ変わったのですが、彼

は一番いい時期に認定を受けているわけです。

彼はなぜ受けたかというと、鬱病です。仕事に

行っていて、元気がなくて、お医者さんに行っ

たら、「あなたは鬱病ですね。認定できますよ」

と、７分話してＯＫだと言っていましたから、

いかに簡単に認定されるかがわかります。

そうしますと、経営者もその傷病手当にぶら

下がることができ、簡単にリストラできるので

す。それから、失業者の方も認定を受けていれ

ば、それで食べていけるから平気です。それか
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ら、お医者さんも認定医というのが１つの産業

になっていて、認定を出すと、それで多少手数

料が入ったりするというように、たぶん労働不

能手当産業のような感じになっているわけです。

だから、だれもやめられない。そうすると、失

業者がどんどん増えて赤字がかさみ、保険料も

上がっていきます。そういう状況なのにだれも

変えられないということが続いて、これではも

うこの国はつぶれてしまうかもしれないという

ところまで行ってしまったのでした。

そこで、このままではだめになるということ

で考え出したのが1982年のワッセナー合意です。

政府と労働組合と使用者の３者が集まりまして、

しばらくは賃金を上げずに抑制するという申し

合わせをしました。言ってみればベアの凍結の

ようなものです。そうすると、賃金は上がりま

せんから、手当も上がりません。ということで、

手当にかかっていた財源が上がらなくなります。

そのときに、賃金を上げなかった分、企業は

自分の懐に入れないで、それを雇用に回すとい

う約束をするわけです。抑制した分だけ賃金の

負担は軽くなるはずなので、必ずそれで人を雇

ってくれと。それを企業は約束します。それか

ら、賃上げを我慢するわけですから、政府は、

もし財政が改善したら、税金を下げて返すとい

うことを約束します。

女性就労要求から拡大した「労働時間を選べる」

仕組み

一見、賃金抑制になっているかのようですが、

働く人は、まず１つは税金が減って、保険料も

場合によっては減りますから、手取りが増えま

す。もう１つは雇用に回すということ、ここが

ポイントです。回した雇用によって、それまで

専業主婦だった妻が働き始めるということが出

てきたわけです。妻は、「夫の賃金が抑制され

たから私が働く」というわけです。ただ、その

ときにネックになることがあります。専業主婦

が非常に多い社会なので、保育園がほとんどな

いのです。女の人が働くときに必ず必要なのは、

保育園や、家に置いてきた家事、育児、地域の

活動といった無償の労働を、どうやって代わり

にやるかです。これがないままですと、社会が

回らなくなります。

そこで考えたのが、短い労働時間しか働かな

くても差別されない制度を作ろうということで

す。それが、オランダの有名なパート労働です。

例えば、週休３日、または週休４日ぐらいだっ

たら働ける女の人がいるとします。その場合で

も、時給は長期雇用のフルタイマーと一緒です。

労働時間が短いからといって、極端に安い時給

にはなりません。日本の調査ですと、同じ仕事

でも、パートタイマーはフルタイマーのほぼ５

割～６割の賃金しかもらっていないという計算

があります。オランダの場合は、同じ仕事だっ

たら、時給は同じにしないといけないことにし

ました。それから、有給休暇も労働時間比例で

保障します。年金も、少ししか働いてない人で

も、最低限のところは１人分保障します。こう

いうインセンティブをつけたわけです。そのこ

とによって、短い時間でも働きたい女の人は働

けるようになりました。

そうしますと、世帯収入では、仮に夫の半分

しか働いていなくても、0.5まるまる分の給料は

得るわけです。日本では0.5働いても0.25しか得

る事ができません。でも、オランダの例では0.5

給料を得る事ができるので、1.5になり、世帯収

入は増えるわけです。そうすると、自分で使え
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る可処分所得の額が増え、安心して使えるよう

になります。

もう１つのポイントは、オランダの場合は有

期雇用ではありません。１年契約とか３年契約

などが、日本では今非常に増えていますが、そ

ういうケースでは必ずしもなくて、労働時間は

短くても無期雇用、仕事があるかぎりはずっと

働いていいという仕組みです。もちろん臨時の

仕事は有期雇用です。仕事が１年間で終わって

しまうからそこまでというものも当然あります。

ただし、仕事がずっとあるかぎりは、週休３日、

無期で働けます。つまり、短時間正社員のよう

なものです。そういうものが非常に多かったの

で、安心してお金が使えるわけです。有期雇用

を増やしますと、いつクビになるかわかりませ

んから、そんなに使えず、ため込みます。しか

し、ずっと保障されていますから使えます。

そうすると、消費が活性化し、経済がよくな

ります。パイが広がると、雇う人がさらに増え

ます。働ける人が増えて、今は失業率が２％ぐ

らいに下がりました。これがオランダの成功例

です。一番悪いときには十数パーセントといっ

ていた失業率が、今は２％に下がりました。

ですから、ワークシェアリングで賃金抑制を

したといっても、実は違うかたちでの補填、家

計収入を増やす別のルートを考え出しているわ

けです。それであまり不満も増えなかったし、

デフレにもならなかった、これがオランダ型の

成功の理由だといわれています。

最近では、女性が働くようになった分、男性

の中に自分はもっと休みたいという人が増えて

きて、男女ともに週休３日、それでも家計収入

は多少多いわけです。わかりやすく言えば、そ

れまでは男性１、女性０だったものが、男性１、

女性0.5になり、最先端の働き方は、男性0.75、

女性0.75で、２人の0.25分で子どもを見るとか、

趣味をするとか、仕事以外の活動にあてる、こ

れが最近のオランダの潮流です。

以上が、オランダ型ワークシェアリングと言

っているものです。

フランス　週35時間制導入

それから、フランスでは、お聞きになったこ

とがあるかもしれませんが、週35時間制を2000

年に導入しました。そのあと政権が代わってし

まい、導入した社会党系の左派政権が選挙でひ

っくり返ってしまいましたから、それもなくな

るのではないかといわれていますが、一応はま

だやっています。週35時間制とは、基本は、人

間が一人、仕事をしながら、生活もできる労働

時間を標準にしようではないかという考え方で

す。ですから、週40時間を35時間にすることで、

仕事も育児も趣味もできるということを標準に

できないだろうかという発想です。

それによって、人手が足りなくなったら雇っ

てくれと。雇用者は、働く人に必ず社会保険料

を払わなければいけませんから、人数を増やす

とその人数分社会保険料が増えるので、数を増

やしたくないのが人情です。そこで、人を新し

く雇ったら、社会保険料は国が補填するという

つっかい棒を入れます。それによって、増やし

ても大損にならないようにしようというのがフ

ランス方式です。

フランスの場合も、労働時間短縮に伴う賃下

げは、基本的になしです。ただ、労使で話し合

って、どうしてもそれをしなくてはならない場

合には了解すればいいという条項は入っていま

す。それから、忙しい時期に残業をして、暇な
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時期に長期休暇を取って、ならして週35時間で

もいいのだと。だから、大幅な裁量労働制のよ

うなものかもしれません。労使で話し合って、

それが一番やりやすいのだったらやってもいい

という条項を入れているわけです。

スウェーデン　無償労働の分け合いと有償労働

の再配分

それから、絶対にワークシェアリングをやら

ないと言っているのはスウェーデンです。私は、

オランダの視察の帰りにスウェーデンに寄って、

政策の立案者でもある大学の先生に話を聞きま

した。彼女に、スウェーデンはどうしてやらな

いのですかと聞きましたら、オランダのように

なりたくないと言うのです。「オランダは男が

１、女が0.5ではありませんか。こんなことをし

ていたら男女の経済格差が開いてしまって、ス

ウェーデンのように男対女は１対１でいくのが

建前になっている社会には向きませんからしま

せん」と言うわけです。

ただ、これには私は裏があると思っています。

というのは、スウェーデンは高度成長期のとき

に、ご存じのように介護施設、育児施設を公的

に整備してしまった社会です。その運営費は税

金から出ています。ですから、あまり短時間の

労働を認めてしまうと、税収が安定しなくなり

ます。だったら、１日に６～７時間、男も女も

働いてもらって、安定した税収で運営したい、

当然それがあるはずです。オランダのような伸

縮自在の働き方をされると、そこが持たなくな

ってしまうわけです。

でも、６～７時間が標準ですから、帰ったら

何もできなくて寝てしまうだけのような生活に

はならないでしょうというのがご意見なのです。

８時間は少し長いかもしれないけれども、今は

平均で男性が７～７時間半、女性が６～７時間

ぐらいです。女性が家事、育児をやっている分、

30分ぐらい短い。これがスウェーデンの大きな

政策課題で、その30分を何とか縮めて、女性に

もう少し働いてほしいと言っていました。

ですから、これも実は大きくとると、ワーク

シェアリングなのです。というのは、お金をも

らう労働のシェアではないが、家にあった無償

の労働を国が吸い取って、それを有償の労働に

変えたわけです。つまり、育児・介護などを、

保育園とか介護施設の有償労働に変え、それに

よって新しい雇用を作ったわけです。ですから、

ある意味では、女性が家庭に持っていた無償の

労働を、国が吸い取って再配分したというかた

ちです。これがスウェーデン方式です。

欧州に共通する世帯主義崩し

欧州のワークシェアリングは、今お聞きにな

ってわかったと思いますが、賃下げを大きく伴

うものはあまりありません。労働時間に比例し

て賃金カットをしているケースは、オランダや

フランスの一部にもあるようですが、それにつ

いては何らかの方法で補填できるシステムを入

れています。したい人はできるというシステム
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です。女性の労働力化であったり、保険料を支

給して雇う人を増やせる仕組みを入れたりなど、

いろいろなかたちでつっかい棒をしているわけ

です。

もう１つ、欧州に共通するのは、世帯主義崩

しと言っていいのではないでしょうか。これま

では、一家の中で男性しか働いていなかったけ

れども、その仕組みを平準化する。つまり国際

的に見て、男性にこれ以上賃金をあげられない

社会状況になっているわけです。かといって、

男性の賃金を抑えたままにしておけばデフレに

なる。だったら、働き手をもっと違うところか

ら増やせばいいではないか、そこで女性が働き

やすい仕組みを作ろうということです。それに

よって１人あたりの賃金は大きく上げなくても、

国際競争力が維持できる可能性があるというこ

とです。

よく男女平等で、女が働くようになったと言

うのですが、これは一面正しいですが、一面正

しくありません。というのは、平等意識だけで

は女は働きに出ていかないからです。基本的に

は、夫が働けなくなった時期に女は出ていくわ

けです。これは、日本以外のあらゆる先進国で、

実はみんな経験ずみです。先程言ったオランダ

もそうです。賃金抑制しなければやっていけな

い時に、女の人が出てくるわけです。ヨーロッ

パは大体そうです。失業率が非常に高いですか

ら、世帯主だからといって、必ずしも働けるわ

けではありません。そうしたら、働ける人が働

いた方がずっと安定的です。働きやすい方法で

自分の分を稼いでもらうように労働設計を変え

ましょうと、これがヨーロッパ方式なのです。

ですから、家事・育児と仕事の両方ができるよ

うな労働時間設計をいろいろな方法で導入しま

しょうと。そして、男性と女性でも、男性間で

もワークをシェアし合うことができるようにす

る、これが特徴です。

ワークシェアリングのメリットとは

アメリカの話を少しだけしておきます。アメ

リカは福祉も何もせず、自由競争だといわれて

いますが、アメリカでも、女性が社会に出てき

たのはウーマンリブ運動のせいだけではありま

せん。80年代に、日本の車やテレビなどがアメ

リカを席巻して、会社がバタバタつぶれました。

あのときに、ホワイトカラーの男性であれ、ハ

ーバード大学やプリンストン大学を出ていよう

が、中間管理職であろうが、みんな解雇される

時期が出てきました。それまでは、アメリカで

はウーマンリブ運動もあったし、高学歴の女性

もいっぱいいましたが、みんないい男をつかま

えて専業主婦になりました。移民の人、低所得

者は別ですが、中流といわれる人はみんなそう

なったのです。

それが本当に変わったのは、80年代の大リス

トラの時期です。いい男の人をつかまえていて

も自分は食べていけないと思って、初めて女は

働くわけです。そのときに追い風になるのが男

女平等思想です。もしそれがなければ、「男の

人しか稼げないのだから、私はうちで泣いてい

るしかないわ」ということになります。でも、

泣かないで出ていこうとするのには、確かに思

想の影響はありますが、べつに思想があったか

ら出ていくわけではなく、男がへたったから女

が働く、簡単な話です。そのときに、安定的に、

どうやってひどい目に遭わないで出ていけるか、

これがポイントです。ワークシェアリングとい

うのは、実はそういう大きなバックグラウンド
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があって成り立っているものです。

ですから、単にパートを増やそうとか、労働

時間で賃金カットをしようとか、そういうこと

だけをワークシェアリングというのではありま

せん。確かに労働時間を減らして雇える人を増

やすのですが、それプラス、減らした人たちの

生活をどうやって比較的安定的に保つか、極端

に悪くならないようにするか、そのためのシス

テムがあって初めてワークシェアなのです。単

にパートを増やすとか、労働時間を減らし賃金

カットをするだけでは、ただの合理化です。そ

うではなくて、そういう措置をしながら比較的

傷を浅くするために何ができるか、だから分け

合いなのです。その措置がないワークシェアリ

ングはワークシェアリングといえないのではと

私は思っています。そのことをどれだけできる

かが、これからのポイントになってくるわけで

す。

特に女性が働き始める社会、または働かなく

てはならない社会で、ワークシェアが非常に有

効なのは、労働時間が短くなることによって潤

うものが出てくるからです。つまり、短い労働

時間を歓迎する気運が働く人に出てきます。男

しか働かなくて、専業主婦しかいない社会では、

労働時間をカットされたら暗いイメージしかあ

りません。男性が全部お金を持ってきて、うち

に帰っても、奥さんがいて全部やってくれるよ

うな社会だったら、賃金カットをされたら何も

いいことはありません。両方が働いているから

こそ、労働時間が短くなったら、その余った時

間であれもできる、これもできると、うちでで

きることがいっぱいあるので、早くうちに帰り

たい。だから、多少賃金カットになってもプラ

スはあるというマインドが出てくるわけです。

でも、世帯主義で男性しか働いていない社会

では、はっきり言ってメリットはないのです。

あえて言えばクビにならないことが大きなメリ

ットです。何とか少ない賃金でもクビにならず

に会社に行き続けることができる、これは確か

に大きいメリットです。ただし、最近、欧州

等々でやっているワークシェアリングはもうそ

の域は出ており、みんなができるかぎり少しず

つ参加して、１本柱が倒れたらみんな倒れるよ

うな仕組みをどうやってならすか、そのために

ワークシェアをするのだと、哲学が変わってい

るのです。

これは私が勝手に思いついて言っているわけ

ではなく、ＥＵの本部に行ったときに「ワーク

シェアをどう思いますか」と聞いたのです。職

員の人が言うには、「これまでやってきたよう

な、仕事をただ分けてみんなにばらまくワーク

シェアリングは、もうあまり意味がないと自分

たちは思っています」と。先がないというので

す。

なぜかというと、仮に賃下げをせずに、１人

あたりの賃金が大きく高騰してしまうとします。

そうしたら、企業はたぶんほかの国に行ってし

まうだろうと。このグローバル化の社会では、

仮にワークシェアリングをやって賃金を下げな

ければ、企業はどこかもっと安いところに移り、

仕事がなくなるだけだから、下げざるをえない

でしょうと。そして、下げたら、どうやって生

活を維持していくのかと考えると、ワークシェ

アを一時的にはやってもいいと思うが、労働政

策としてはあまり期待をかけていないと言うわ

けです。

では、ワークシェアを否定しているのですか

と言ったら、いや、そうではないと。自分たち
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が今考え、またやろうといているワークシェア

リングは、オランダ型に近いものであって、週

40時間働かなければ働きとして認めないという

システムを維持していれば、働ける人は一部に

なってしまう。そうではなくて、いろいろな人

が参加しやすい仕組みを社会、または国、政府

が努力して作り上げていき、自分ができるだけ

参加してお金を稼いで、それによって最低限身

一つは何とかなるような安定的な社会を作る。

そのためのワークシェアリングが今のポイント

だというのがヨーロッパ型の考え方です。

ですから、世帯主の雇用を維持するためとい

うことも悪くはないのですが、それはやはり一

時的なものであって、労働政策とはいえないの

ではないかということです。それにいろいろな

ものをくっつけて、もう少しサステイナブル

（持続可能）な働き方にしていくという措置を、

どうやって入れ込むかがポイントなのだという

ことです。ですから、ワークをシェアすること

を全否定しているのではなく、シェアしたとき

に、どのような措置を入れ込んで持続可能な働

き方にし、かつ目的として、これまでの働き方

では働けなかった人が参入できるような枠組み

を作るか、これがこれからのポイントだろうと

いうことなのです。

ですから、あまり暗くならないというのがお

わかりになりますね。要するに、単なる賃金カ

ットでは終わらずに、いろいろなサステイナブ

ルな方法を入れ込み、そしてみんなで分け合っ

ている。だから、いいことではないかというこ

とになるわけです。

余談ですが、アメリカのパートは、かなり条

件が悪くひどいといわれていますが、そのパー

トの人たちがストライキを打ったことがありま

す。そのときに、多国籍企業だったので、全世

界的に同時ストをやろうとして、オランダに行

って一緒にストをやってくれと言ったそうです。

するとオランダの労働組合の人が、「なぜ」と

聞いたそうです。アメリカの人が、「パート労

働でひどいんだ。みんなパートにされてしまっ

た」と言ったら、オランダの人は「パート？

いいじゃない」と言ったというのです。「パー

トは労働時間が短くて、みんな楽しい生活がで

きるのに、どうしていけないの」とオランダの

人が聞き返したので、アメリカの人は「オラン

ダのパートはいいかもしれないけれど、アメリ

カはパートであるために賃金が安くて、労働時

間が非常に不安定で、有期雇用だったり、ひど

いんだ。それはおかしいと思わない？」と言っ

たら、オランダの人は、「そうなのか。じゃあ

ひどいね、一緒にストをやろう」と言ってくれ

たという話があるのです。

だから、安定的なものを短時間労働に入れ込

めば、かなり夢のある働き方が設計できるわけ

です。

日本のワークシェアリング

①人件費抑制と雇用維持の抱き合わせ型

さて、翻って日本ではどうかということをお

話ししたいと思います。ここがポイントですが、

日本でワークシェアリングというと、みんな暗

い顔をして下を向くのは、そこの措置が、少な

くとも今のところはほとんど設計させてないか

らです。経営側の方が、「非常に苦しくて雇用

を維持できない。だから悪いけれども労働時間

を減らすから、賃金カットを頼むよ」と言った

のが、最近の日本でのワークシェアリングの始

まりです。だから、結局新しい生活のイメージ
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も、新しい働き方のイメージもなく、単純に会

社側が言ってきたから、賃金カットも飲まなけ

ればいけない、そうしないとクビになってしま

うというのが、日本の今までのイメージです。

だから、暗くなるのはあたりまえと言ってもい

いかもしれません。

日野自動車は、労働時間を約１割カットし、

賃金も約１割カットして、代わりに雇用を維持

しようということを、大手企業として初めて

大々的に行ったといわれているところです。こ

れが、日本でのワークシェアリングの１つのモ

デルケースとして取り上げられました。

ただし、私が取材に行ったときには、日野自

動車でもワークシェアリングのイメージは非常

に悪かったと言っていいのではないかと思いま

す。広報室の人に聞きましたら、「結構成功し

ました。まあまあです」と言います。つまり、

いろいろな問題点は確かにいっぱいあったし壁

もあったけれども、１割カットの代わりに解雇

は防げたと言うのです。もしこれをやっていな

ければ、もっとたくさん解雇していたかもしれ

ないけれども、何とか希望退職ぐらいで防げた

ので、まあよかったのではないかというのが日

野自動車の広報室、会社側の見解です。

一方、労働組合に聞きに行きますと、かなり

違ったニュアンスです。決して仲の悪い労使で

はないので、労働組合は、労使協調でお互いに

協力し合おうと思ってやったということですが、

やはり少し忸怩たるものがあるという意見です。

「これをワークシェアリングとは、実は私たち

は呼んでいないのです」と言います。私が、

「あんなにみんなワークシェアと言っていたで

はないですか」と言ったら、「表ではそうかも

しれないですが、私たちは短時間勤務制度と呼

んでいるだけで、社内ではワークシェアとは言

っていません」と言うわけです。

どうしてかと聞くと、まず、労組の人が言う

には、本当はワークシェアというからには、全

員で痛みを分かち合うかたちで労働時間を少し

ずつ短縮するのがいいと思っていたと。しかし、

実際に導入を提案してみたら、30代はみんなオ

ミット（除外）だそうです。なぜなら、日本の

サラリーマンは、先程言ったように、特に大手

企業の人はいまだに世帯主義で、お父さんが一

人で稼いでいます。しかも、オランダやフラン

スなどと違って、日本では、教育費等々は全部

お父さんが出しているといってもいいような社

会です。オランダは、少なくとも教育費にかぎ

ってはほとんどかからないそうです。だから、

お父さんの賃金に多少変動があっても子どもに

は影響は及ばないと言うわけです。

ところが日本は、ご存じのように、住宅ロー

ンと教育費という人間にとって命綱の２つの要

素が、ほとんど世帯主義のお父さんが得る賃金

の中に算入されている社会です。それが減らさ

れると、１割にせよ、住宅ローンを払えないと

言うのだそうです。だから勘弁してくれという

のが30代の意見で、しょうがないので、では55

歳以上でやろうということでやったと。もうロ

ーンもだいぶ終わっていますし、子どもも大き

くなっていますから、何とかいけるだろうとい

うことで、そこは合意して55歳以上になった。

それでもなおかつ、希望退職者は３けたと、

かなり出ているのです。ドイツのフォルクスワ

ーゲンのように３万人のうち１人も解雇なしと

いうのとはかなり見えているものが違います。

希望退職なので、自分が嫌気をさして辞めてい

るわけだから、自発的であって、解雇とは全く
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違うといわれれば確かにそうだと思います。で

も、同時にそこでずっと働き続けるというスキ

ームではなかったということも事実です。自分

たちから辞めていった人が３けた出ている、こ

のことを考えると、労働側としてはワークシェ

アと言いにくいのが本音だというのが、日野の

労組のご意見です。

さらに気の毒なのは、先程のイメージの悪さ

です。日野自動車のワークシェアリングは、表

看板としてメディアに出まくったのです。日本

でもついにワークシェアリングだ、第１号は日

野自動車だと出たわけです。そうしましたら、

日本人の頭の中には、余暇が増えるとか、労働

時間短縮で生活が豊かになるというイメージよ

り、賃下げがありますから、親せきから、「お

宅もついにワークシェアリングなの。大変ね」

と言われ、かわいそうと見られてしまうそうで

す。だから、ワークシェアといわれてしまうと、

恥ずかしくて、顔を上げて歩けないというので

す。

私は、これには驚きました。私の知っている

ワークシェアとは、ご存じのようにドイツから

入っていますから、もっといいイメージのワー

クシェア、ゆとりをつくるためのワークシェア

なのです。ところが、日野自動車の従業員の方

たち、またご親戚の方の頭にあったのは、暗い

会社、つぶれる寸前、景気がすごく悪い、こう

いうことがワークシェアリングと密接に結びつ

いているわけです。ですから、親戚にも言えな

い、その言葉は使いたくないとおっしゃるわけ

です。

私は、メディアの人間なので笑ってはいけな

いのですが、ワークシェアリングの第１号だと

いうので、メディアが工場の前に張り込んでい

て、４時半ぐらいになって早めに出てくる人を

見ると、パチパチと写真を撮って、「ワークシ

ェアリング１号の日野の工場」というキャプシ

ョンを付けて載せると言って、すごく怒ってい

るのです。そのときに帰った人は、必ずしもワ

ークシェアの対象者ではなかったかもしれない

のに、どうして新聞はそんなことをするのです

かとものすごく怒られて、「すみません」とい

う感じだったのですが、とにかく暗いです。し

かも、必ずしも会社員全員がワークシェアだと

思っているわけではないような状況にもかかわ

らず、ワークシェア第１号ということで喧伝さ

れてしまったのが日野の例だと私は考えていま

す。

経営側自体も解雇はしたくないというのはわ

かります。社会不安になりますし、忠誠心が落

ちてしまいます。日本は解雇をしないことによ

って忠誠心を担保してきた社会ですから、何と

かクビをつなぎながら、かといって、こんなに

高い賃金の人たちは雇い続けていられないかも

しれない。だったらどこかで賃下げを、賃金水

準の訂正をしてもらわなければという機運はた

ぶんあったと思います。そのためには、解雇と

引き換えに賃下げという看板が必要であり、そ

れがあるとそのスキームで押しやすくなる。だ

から、私は、意図したかどうかは別として、日

野の例は非常に有効に機能したと思います。日

本では、解雇を避けようと思ったら、これから

は賃金水準の訂正だと、こういうことを言うた

めのメッセージとしては、日野の例は大成功だ

ったと思います。

でも、そこには豊かにするとか、労働時間が

短くなって楽しいというイメージは全くありま

せん。やはり一社だけでやってしまったことで
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あるために、つっかい棒が何もなかったという

ことが１つあります。それから、世帯主義の人

がほとんどだったために、うちに帰って何かを

するということはほとんどないのです。だから、

明るいイメージがなかった。その２つの理由が

あったと思います。

それプラス、何度も言いますように、日本は

必要な経費は全部お父さん持ちの社会です。こ

れは戦後の日本の社会がそうだったからです。

つまり、奥さんを家事専業にとどめておいて、

福祉費用はなるべく抑え、浮いたお金を企業の

成長に役立てる。企業は成長したら割り戻すの

ですが、それは、直接には正社員のお父さんの

ところにドーンと割り戻す。お父さんはそれを

うちに持って帰って、無償労働の妻と働かない

子どもに分け与える。これが日本の福祉サイク

ルです。ですから、日本の福祉は、お父さんと

会社がこけたらもう終わりなのです。そのツケ

が、今ここに来ているということです。

１つのパターンが日野自動車型で、このパタ

ーンはその後電器メーカー等々ではかなり広が

りました。サンヨー電機などのパターンはほと

んど同じです。労働時間を短くする代わりに賃

金もそれに見合ってカットし、その代わりに解

雇は避けるという提案です。

②自治体型　賃金シェアと雇用機会創出の抱き

合わせ

もう１つのパターンは、自治体型と私は呼ん

でいるのですが、自治体が行ったものです。一

番有名なのは、最初に行った兵庫県の県庁で、

職員の残業代をカットして、それを原資にして

大卒の若い人を１年の有期雇用で雇うというも

のです。兵庫県の方によりますと、ほかにいろ

いろなワークシェアリングをしようと思ってい

るうちの一環にすぎないので、これが兵庫のワ

ークシェアリングだと思われては困るという注

釈つきです。

これは、１年の有期で若い人を雇い、そこで

トレーニングをして職場を学んでもらいたいと

いうスキームのものです。残業代カットですか

ら、正職員も収入は減りますが、残業はしなく

ていいという建前はできるわけです。だから、

一応生活の質の向上につなげようという気持ち

があります。また、それを使って、オン・ザ・

ジョブ・トレーニング（実地訓練）を若い人に

してあげようという意味があって、それなりに

なかなかおもしろい試みだと思います。兵庫県

の職員はオランダを見に行っていますから、均

等待遇ということで、有期雇用の方たちには、

県職員の初任給と同じ時給を保障しています。

ですから、一応いろいろなものはクリアして

はいるのですが、ここに臨職の人たちから苦情

が出ました。つまり、また新しいタイプの有期

雇用を作るのかという疑問と批判です。１年の

有期を作ったら、それがはたして雇用になるの

か、雇用というのはやはりサステイナブルでな

ければならず、安心して働き続けなくてはいけ

ないのに、若い人をたったの１年ぽっきり連れ

てきて働かせるのがいいことなのかという批判

だったと思います。ほかにもいろいろな批判は

ありますが、そこが主なポイントです。

これはなかなか悩ましいことです。アンケー

トを見せていだきましたが、そこに来た人たち

には大好評で、「よかった」と若い人は言って

いるのです。確かに全く行き場所がないときに、

１年間でも来てくれと言われて、実際に職場と

はこういうところだと見せてもらうことは悪く
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ない。でも確かに、１年が切れた先はどうなの

かと言われたら、もちろん仕事が見つかる人も

いるでしょうし、見つからない人もいるでしょ

うが、その先をどうするかが見えてこないので、

有期雇用というのは、結構いいようで厳しいも

のなのです。そこをどうクリアするかという回

答が、必ずしも出てきていないと思います。

でも、これはあちこちに波及しました。いろ

いろな自治体で、アレンジしたものをやってみ

ようという試みが出てきました。やはり自治体

の職員は待遇がいいと思われていますから、そ

の人たちが、自分たちの賃金を拠出して住民の

ために働く場を作ってくれるということは美談

で、共感を得られます。ということで、あちこ

ちの自治体で、似たようなかたちで何かをする

ようになりました。

１つの例は、残業代のカットではなく、３％

とか７％賃金をカットして、それで有期雇用の

職員を新しく雇うというパターンです。

もう１つは、鳥取がそうだといわれています

が、やはり賃金カットをして原資を作るのです

が、雇う人は有期雇用ではなくて、重点的な分

野での正規職員の前倒し採用です。この場合は、

細切れの不安定な職員を増やしただけではない

かという批判はクリアできます。ただし、賃金

カットをしているので、そんなに簡単に職員の

賃金をカットしていいのかという疑問もやはり

あります。

③参加のベースを拡大するＮＰＯ型

もう１つのパターンは、ＮＰＯ委託を極端に

増やすという構想です。職員を長期的にはどん

どん減らしていき、その人件費を使って、住民

に対するＮＰＯ委託を進めていくというパター

ンです。これは、諸刃の剣かと私は思います。

確かに専門性の強い分野、例えば生活の苦しい

人を助けるとか、育児のための何かをするとい

うことについては、県の正職員の方がずっとで

きればいいですが、異動があまりにも頻繁にあ

るようだと、専門性がつかないで替わってしま

うことになります。しかし、そういうところを

よくわかっていて、熱意のあるＮＰＯの人に、

職員と同等の条件に近いだけのお金を渡して運

営をしてもらえば、非常に効率よく、専門性が

高くて熱意のある人たちに同じお金でやっても

らえるわけです。これは非常にプラスです。

しかし、もし人件費を節約するために、安く、

住民にＮＰＯなどを使って適当にやってくれと

いうかたちでお金を投げてやった場合、おそら

く失敗する可能性が高いと思います。というの

は、お金というのは何かをするときにはやはり

ある程度かかるのです。それを安くするためと

いうことでやってしまうと、どんどんサービス

が悪くなる可能性もありますし、みんな必死に

ボランティアをやっているだけでは不満もたま

るし、条件もよくならない。また、一番大きい

のは雇用にならないということです。ボランテ

ィアは雇用にはなりません。なぜかというと、

日本は貨幣経済ですから、お金が、たくさんと

は言いませんが、ある程度はサステイナブルで

ないような雇用は雇用とはいえないと私は思っ

ています。ですから、ボランティアは必要だと

思いますが、雇用ではありません。

そうすると、雇用がどんどんなくなってみん

なボランティアになってしまうわけですから、

これはデフレ基調です。みんなお金が入らなく

てただ働きをしている社会です。全員が労働交

換ですめばお金はいりませんからいいのですが、
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貨幣経済ですから、お金は必要です。そうする

と、地域経済がどうなるのかという問題が出て

くると思います。

ですから、前者の方できちんとやっていただ

くのだったら、非常に効果が高く、同じお金で

いいサービスができ、しかもやる人の満足度も

高い、それが可能になるかもしれません。でも、

後者の方でやったら、地域経済はデフレ基調で、

みんなお金がなくっていって終わりという可能

性があるということです。

それからもう１つ、これはもともとワークシ

ェアリングとは言っていなかったと思うのです

が、臨職の人をたくさん使って、正職員を臨職

に置き換え、３年有期雇用のようなものを繰り

返しやっていくということで、今あらゆる自治

体でやっていると思います。そのことを、ワー

クシェアリングと言ってしまっている自治体が

あるのです。これは、私もびっくり仰天でした。

つまり、３年たつと年期が切れて、違う人を雇

うわけです。

東京都内のある区で、ある人がそれに苦情を

言いました。仕事がずっとあるのに、なぜ３年

たったら期限が切れるのですかと。熟練するの

だから、３年たっても仕事があるのなら、続け

てやらせた方が、効率からいっても住民サービ

スからいってもいいのではないかと言ったので

す。そうしましたら、区の人が切り返して言う

には、それはわがままですと。区の臨時職員の

時給は、民間の方のパートよりもずっといい。

だから、みんなでローテーションして回してい

けば公平だろう。あなたは３年間もその恩恵を

被ったのだから、残りは次の人にあげなくては

いけないのに、そこに居座ろうしているあなた

はわがままで、これはワークシェアリングに反

すると言われたのです。

これは、私はワークシェアではないと思って

います。というのは、やはりワークのシェアと

は、何度も言いますように、サステイナビリテ

ィが必要です。３年たったら切れて、また次の

人が来る、これが雇用になるのだろうか。３年

我慢すればまた景気がよくなって雇用ができる

という社会だったら、非常に意味があると思い

ます。「この期間を我慢してくれ。３年間つな

ぎますから」というような社会だったら意味が

ある。だけど、今は構造的な不況です。回して

もいつかは切れるだけです。はっきり言って、

これは雇用なのかと疑問です。

これをフランスの人たちは、「失業のばらま

き」と呼んでいます。フランスでも似たような

ことがパート業界で起こっていて、それを当時

の政権はパートの雇用を作ったと言っていたよ

うです。確かに雇用の機会は増えます。必ず３

年間はできるわけですから。しかし、その次に

必ず失業は来るわけです。ですから、これは雇

用の分配ではなく、失業の分配であるという非

常に手厳しい批判がフランスでは行われていま

す。それをどう考えるかなのです。

ですから、私はこれをワークシェアから除外

した方がいいと思っています。むしろ「ローテ

ーションワーク」という別の名前をつける方が

ずっとわかりやすいと思います。それが必要に

あるにしても、整理し、分けた方がいいでしょ

う。

日本で今やっていることは、多少バリエーシ

ョンはありますが、今挙げたほぼ３つに大別で

きます。
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政府助成のワークシェアリング

最初の日野型、世帯主の雇用を維持するため

のものについては、今年３月29日に政労使合意

を日本でもやりまして、その成果として、ワー

クシェアリングに政府が助成をするというスキ

ームもできました。これを使っているところは、

私のつたない調査ではあまりなく、つい最近、

京都府と福島県でそれをやろうとする認定事業

所ができたという報道を、共同通信か何かで読

みました。

京都府は時間がなくて調べなかったのですが、

福島県のハローワークに電話をしてどんな状況

かと聞きました。たった20人の中小企業のメー

カーですが、１人あたりの休み時間を20分増や

し、１人分の働く時間を捻出して、人を雇うと

いうことを申請します。すると、それを導入し

たことについて30万円、１人雇えば30万円もら

えるというのです。ただし、まだ雇っていない

から名前は明らかにはできないと言っており、

どうなるかはまだわかりません。20人の中小企

業ですから、はたして持つのだろうかとか、や

っているうちにつぶれたらどうしようとか、い

ろいろな疑問が出てきて、雇ってみなければわ

からないので、まだ言えないと言われておりま

す。年明けにはたぶん１人雇うだろうから、そ

うしたら発表してもいいかもしれないというお

答えでした。

これは、助成があるので、確かに私が先程言

ったつっかい棒はあるのです。しかも20分休み

時間が増えていますから、確かにゆとりは増え

たかもしれないので、一応条件を満たしている

ような感じもするのですが、問題点はその助成

をいつまでやるのかです。助成で支え続けて雇

用を増やすということが、今の情勢ではたして

有効なのかどうか。これは非常に意見の分かれ

るところと思いますが、先程言ったように、待

っていれば景気が必ずよくなるような情勢のと

きの雇用対策ならそれでもいいかもしれません

が、根本的な治療が必要なときに、30万円出し

て１人雇って大丈夫なのか。どこまでそれをす

るのか、30万円が消えたらクビにしてしまうの

か。ここは非常に難しいところで、私はまだ意

見は保留ですが、一概にいいとはいえないので

はないかとも思っています。

次のステージにつながるスキームを

全体に共通していることは、雇用創出とのド

ッキングがないことです。例えば、日野型にし

ても、１時間労働時間をカットしますが、それ

を使って、例えば職業訓練をして、もしこの産

業がうまくいかなったときに、次にここに出て

いこうというようなつっかい棒をしていれば、

かなり有効なちゃんとした雇用創出だと思いま

す。希望があります。しかし、はたして１時間

でできるのかという話と、もう１つ、政府の雇

用政策からいって、次にどこにいけばいいのか

が見えてきていないのです。どういう職業訓練

をすれば次のところに行けるのかということが

見えない、だから先がない感じがするという、



― 112 ―

非常につらいところです。

先程の自治体型にしましても、１年間そこで

訓練して、職場はこういうところだと教えてあ

げるのはいいと思いますが、次にどこに出てい

くか、いる間に資格を取ってもらい、終わった

らここに出ていけるかもしれないというスキー

ムがついていれば、かなりいいと思うのです。

でも、先程言ったケースではそこまではいって

いないわけです。一部、自分で勝手に取るとい

う人もいたようで、それはなかなかいいと思い

ます。ですから、やはり有期の自治体型でやる

場合には、私は、必ずインセンティブとして何

か資格を取りなさいと言っています。ここに行

ける資格なのだというものを、なるべく取らせる

ようなつっかい棒をつけてあげる、つまり本当

に訓練として、そこに入れ込むということです。

これはデンマークやオランダにもあるのです

が、そのときには明確に訓練として位置づけて

います。たまたま１年間そこに置いておけばい

いという話では全くありません。

デンマークの場合、有名なことですが、地区

に失業対策委員会があり、そこに有識者がいま

す。そして、例えばどこかの役場で３年間ボラ

ンティア休暇を取る人がいて、３年間丸々空く

ので、そこがＯＪＴ（実地訓練）に使えるとい

う話になると、失業者リストを見て、一番早く

サステイナブルに仕事に就けそうな人から入れ

ていくわけです。そこで３年間なり働いて実地

訓練すれば、ここまでの資格でここまでのもの

があれば次にいけるという人を先に入れていく

わけです。だから、たまたま３年間なり１年間

なり置いておくというのではなく、１つの実地

訓練の場として位置づけて、それが終わったと

きには、かなりの確率で仕事が見つかるような

人を優先的に入れるということをしています。

日本でそこまでするのは難しいかもしれませ

んが、少なくとも、助言して食べられそうな資

格を取らせながら働いてもらう、その役に立ち

そうなところに入れてあげる。こういうことを

すれば、かなりいる方もやりがいがありますし、

受け入れる方も目標がちゃんとあります。ただ

いてもらって、電話の受け方や、働く人は９時

に出社するものだということを教えるだけでは

なくて、そこでいろいろなことをやっていくう

ちに身についていくものがあると。

フロムエーという就職広告をやっている会社

があります。そこではフリーターをすごくたく

さん使っていますが、ある資格を取ったら、報

奨金をあげるようにしているそうです。それは、

いつまでもあなたはフリーターではなく、これ

は仮の姿なのだから、資格を取って自分で業を

始めるなり、どこかに就職するなり、何かをく

っつけて頑張りなさいということを、職場が入

れ込んでやっているおもしろい企画だと思いま

す。

こういうかたちのことを、例えばローテーシ

ョンワークをする場合にも入れていけば、説得

力が非常にあるし、希望のあるローテーション

ワークになるのです。それがなくて、どうせ使

い捨てで終わりみたいなことをするから、みん

な不満が高じてきて、批判が表から起きるわけ

です。ですから、そこを考えてもいいと私は思

っています。

それから、助成金にしても、日野型にしても、

単に労働時間を短くするだけではなく、例えば

日立などは、一時、兼業規定廃止しました。労

働時間を短縮する代わりに、兼業を禁止すると

いう規定があったものをいっぺん解除しました。
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景気がよくなって、また戻ったと言っていまし

たが。それまでは、社員は兼業をしてもらって

は困ると言っていたものを、ワークシェアで労

働時間をカットするときに兼業規定を外し、自

分からプラスアルファで稼いでいいと。こうい

うことを入れていくと、会社しか知らなかった

人が、その時間を使って違うところに働きに行

くことによって、違う職場を見ることができ、

自分はその会社から外されても大丈夫かもしれ

ないという自立心がつく可能性もあるわけです。

ですから、労働時間カット、賃金カットで、

雇用を食い止めるということに、そういった次

のステージのものを入れ込んでいくことが、サ

ステイナブルな雇用創出につながるはずである

というのが私の考え方です。

ＮＰＯなどによる参加拡大型ワークシェアリング

もう１つ、番外編のようなワークシェアです

が、ＮＰＯで最近かなり出てきているものがあ

ります。ＮＰＯに来る人というのは、仕事がバ

リバリできるとか、能力がすごくあるとか、生

産性が上がるというのではなく、いろいろなハ

ンディがある人が多いわけです。そのハンディ

がある人どうしをＮＰＯに集めて、雇用の機会

を作ろうというワークシェアです。

例えば、最近非常に有名になっている精神障

害者のコミュニティで、「べてるの家」という

のがあります。『悩む力』という本がみすず書

房から出ていますが、かなり詳しく書いてある

おもしろい本です。このべてるの家がおもしろ

いのは、昔は分裂病と言っていた、統合失調症

の患者さんたちが集まって作っていることです。

分裂病というのは、私はあまり詳しくないの

ですが、取材に行って聞いたら、とにかく８時

間働くのは疲れて難しいのだと。ちょっと働く

と疲れてしまうことが頻繁に出てくる、そうい

うハンディがある。だから、週40時間働かない

人は怠け者だといわれるような社会では働けな

いと言うわけです。だけど、人間はやはり社会

参加したいし、お金を自分で稼ぐ実感が欲しい。

お金が欲しい、お金が欲しいとずっと思ってき

た、だけど場所がない。どうしようかと思って、

みんなで集まって考えていくうちに出てきたの

は、１時間でいい仕事を探そうではないかとい

うのが、まず１つです。

８時間は雇えないけれども、１時間だけの仕

事も世の中にはあるはずだと。それは、８時間

働かなくてはならないような立場の人にはでき

ないだろうけれども、自分たちは１時間だけ働

かせてもらえばいいのだから、そういう仕事を

発掘していこうというのが１つです。もう１つ

は、どうしても８時間必要だというのだったら、

８人で１時間ずつ交替でやればいいではないか

いう発想法です。そうしたら８時間労働ができ

ます。

では、１時間で食べられるのか、サステイナ

ビリティからいってどうなのかという話が出て

きますが、彼らはたまたま障害者ですから、手

当と抱き合わせでできるわけです。公的なつっ

かい棒があるのです。プラス自分が１時間なり

２時間働いたお金をプールすれば、何とかメン

バーが食べていけるぐらいのお金になるという

スキームです。もちろん全くぜいたくはできま

せんが、何とかやっていける、しかも社会参加

ができる。これは、そういった社会的つっかい

棒がある立場の人にとっては、非常に有効なワ

ークシェアリングです。

それから、神奈川県にある介護ＮＰＯは、専
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業主婦だった人たちが主にやっているＮＰＯで

す。専業主婦の人は、先程言ったように家事・

育児・介護と、いろいろなものを抱えています

から、出てこられません。だから、その人たち

の都合に合わせて働き方の設計を変えるのです。

例えば、シングルマザーの人がいます。この

人は家に子どもがいますから、子どもを養える

世帯主義賃金が必要なのです。ということは、

高賃金で短労働時間が必要な人です。この人た

ちについては、なるべく単価の高い介護をまと

めてつけてあげる。そうすると、短い労働時間

で、子どもの分まで食べていけるぐらいは、な

んとか稼げるわけです。

もう１つ、夫が結構収入が多くて、リストラ

にはならないだろうというケースがあります。自

分はそんなにお金はいらない。しかも、夫の賃

金が高いので、今の段階では控除がありますか

らその枠を超えたくない。そういう人には、長い

時間で単価の低い仕事、例えば電話受け付けの

ような仕事で、ずっと事務所にいてもらう。子

どもの手が離れているので、長い時間いて社会

参加の気分は味わいたいのだけれど、賃金は当

面抑えたいというケースはそちらに張り付ける。

そういうかたちで、自分が必要な働き方に応

じて、主宰者が面談をして組み合わせを決める

わけです。そして、もし先程言った電話取りの

長時間低賃金の人が離婚をして、子どもがいた

ら、シングルマザーになります。そうしたら、

短時間高賃金の方にシフトを移す。こういうか

たちの設計を考えているわけです。これも１つ

のワークのシェア、分配のシェアです。

私は、この発想は、哲学としては、欧州型の

ワークシェアリングに一番近いと思っています。

つまり、みんなが一番参加しやすい方法を個別

に設計して、食べられるものにしていく、食べ

る必要がない人はそれでいい、そのようなかた

ちで社会参加を強めていくということです。こ

れは明らかに、介護保険とか、障害者の手当と

いう社会的つっかい棒があるからできることで

す。でも、それを有効に生かせば、ハンディが

ある人にとってはかなりいいワークシェアがで

きる可能性がある。それが１つの番外編のパタ

ーンです。普通の働き手には向かないかもしれ

ませんが、ハンディがある人が途中でやってい

くには非常に意味があるやり方かもしれません。

このようなかたちで、何をくっつけて、プラ

スを出していく先をどこに持っていくか。ただ

仕事を小分けにするだけではなく、小分けにし

たものを次の段階に持っていくための措置が必

要であるということです。サステイナビリティ

の確保と言っていいと思いますが、それが非常

に重要です。このようなことを考えながら、い

ろいろなスキームをやっていくと、何かおもし

ろいものができるのではないかというのが小さ

な、小さな希望です。

サステイナビリティの確保のために

つい最近、神奈川県で、政労使で勉強会をし

てワークシェアについて考えるという会があり

ました。私も講師で招かれて話をしたのですが、

そのときにおもしろかったのは、神奈川県では、

ワークシェアリングをしている事業所は何パー

セントか、すでに聞き取り調査をしているので

す。私はそんなものはないと思っていました。

日本では先程言ったような理由で、世帯主義だ

し、女性がフルでは働かない社会です。ですか

ら、労働時間を短縮してもあまりうまみがない

から喜ばないと考えて、やっていないのではな
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いかと思っていたのです。

しかし、緊急対応型、つまりとりあえずクビ

にならないために労働時間を短縮して、雇用を

つなぐというパターンのワークシェアリングは

３％やっています。それから、多様就業型、労

働時間の長短をいろいろ作り、またパートタイ

マーなど、多様な働き方を組み合わせて雇用を

作るというパターンで、９％やっているという

回答が来ていました。中身はまだ県も調べてい

ないのですが、３％と９％すでにやっている事

業所がある。ひょっとしたら先程言ったように

ただのウェイジシェアリング（賃金の分かち合

い）かもしれませんし、かなり勘違いをしてい

たり、混同したり、まちがった解釈をしている

かもしれません。しかし、当人たちはそれをワ

ークシェアだと思っているわけです。それをよ

く見てあげて、どこが足りないからサステイナ

ブルではないのかということを指摘し、できる

ならばつっかい棒を考えてあげる。そこから政

策が出てくると思っています。

つっかい棒をつけてあげれば、そのワークシ

ェアリングは、サステイナビリティができるか

もしれない。そうしたら、そこに政策が発生し

ます。例えば３か月ごとに交替してやっている

ようなものがあるとすれば、そこに教育訓練機

能をつけるためのスキームを県で考えてあげて

提案してみる。そうすれば、交替でぶつ切りに

なる雇用のように見えても、教育訓練機能によ

って、そこは実地訓練としての意味合いを持っ

てくる。そして、出るときには自信がついて違

う仕事に就けるかもしれない。

そういうふうに、今個別にやっている３％な

り９％の実情を調べて、何が足りないために持

続的ではないのか、あまり歓迎のできないもの

になっているのか、それを調べて、行政などで、

できることがあるかどうかを見てみる。それが、

当面のワークシェアリングを、何とかハッピー

なものにしていくための１つの出口になるので

はないか、そういう話をしたわけです。

そうしたら、考えてみますとおっしゃって、

内訳の調査をし、したら教えてくれると言って

いたので、一石二鳥なので記事にしようと。そ

ういうこともできなくはないということです。

非常にやりにくい社会なのは事実ですが、いろ

いろな措置をつけていくと、新しい展望が出て

くる余地がないわけではない。それが今の日本

の実情だと思います。

雇用の分断を分かち合いに変えるために

（日本型システムの限界）

最後に、いくつか項目を挙げてこれを変えた

ら少しは良くなるのではないかということを簡

単に説明します。

１つは、ワークシェアリングをするときには、

単なる賃金抑制だけではなく、生活の質の向上

を必ずイメージの中に入れて、それに寄与する

ものにしてほしい、それを考えることが非常に

ポイントです。

次に、生産性向上からこぼれる人々へのワー

クシェアですが、先程申し上げましたように、

ＮＰＯなどで仕事を分け合って、社会参加のた

めにやっているワークシェアリングが、これか

ら非常に必要だと思います。

もう１つは、「企業と男性の世帯主のみに家

族の福祉を担わせている日本型システム」とい

うことです。本当は国レベルの話だと思うので

すが、少なくとも、子どもの教育費ぐらいはお

父さんの世話にさせないスキームを、これから
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徐々に作っていく必要があると思います。何も

ないといわれているアメリカでさえ、奨学金が

結構充実していますし、教育費のローンは、親

が保証しなくても当人が借りられるローンです。

だから、親の収入が無くなっても、学生が自分

でお金を借りられる環境があるわけです。それ

から、国が全部基本的なものを見ている欧州型

と、２つあるわけですが、日本はその部分がほ

とんどありません。これは先進国としては危な

いところにきています。少なくとも、その部分

は、これから徐々にお父さん福祉から切り離し

ていかなくてはいけません。

それから、賃金が上がらず、しかも解雇等々

が非常に頻繁に行われうる社会ですから、これ

からは、夫のクビを切らないだけではなく、妻

の雇用をもっと引き出していく必要がある、こ

れも非常に大きなポイントです。女の人が働き

やすい社会とワークシェアリングとは、表裏一

体の関係にあるわけです。それをやらないと、

これからははっきり言って産業も振興しません

し、経済が持ちません。男女平等と言うと、建

前とか、頭だけで言っているとか、インテリ女

がばかなことを言っているとよく言う人がいる

のですが、これは全く現実を知らない人の意見

です。

女の人が働かずにすんだ社会は、リストラが

なくて離婚がない、２つの「り」がない社会で

す。それがない社会を本当にこれからも維持し

ていけるのかどうか、自信がおありになるのな

ら、どうぞ皆さん何もかも背負い込んで働いて

ください。しかし、今、産業構造が大転換して

いるわけですから、転職も必要だし、場合によ

っては解雇もあります。もちろんワークシェア

のように労働時間短縮もあります。そのような

変動期に、男一人で面倒を見ることができます

か。私は、それは考え違いもいいところだと思

っています。ところが、いまだにそう思いこん

でいる人がたくさんいるのです。特に中高年の

方です。

なぜかというと、女性に家事・育児をほとん

どやってもらって、福祉費用を減らして、それ

を成長にあて、男性に還元する、これが高度成

長期の成功パターンです。男は仕事、女は家庭

というのは、成功イメージの基盤になっている

ものなのです。だから、それでいけるはずだと

思っている方はいっぱいいるのですが、今はそ

のパターンが崩れつつある時期です。ですから、

もう少し物事を率直に見ていただけば、大黒柱

から２本柱へという社会は、これから非常に必

要なのです。

そのような目で見ますと、男女平等というの

は、べつに頭でっかちのままごとでは全くなく、

非常に現実的な要請です。これが、いくら言っ

てもなかなか世代が違う人にはわかってもらえ

ません。しかし、ごく一部の高給取り、エリー

トの人以外、若い世代はもうそうなっています。

また、はっきり言って結婚さえできないぐらい

です。ばらばらに個人で生きていくぐらいしか

ないわけです。それは彼らがわがままだからで

はなく、産業構造が今、そうなりつつあるから

です。

世帯主義を維持し、ワークシェアをちゃんと

やらないで、男一人に仕事を集めていくとしま

す。そうすると、長時間労働で、家族の分全部

を稼げる人しか正社員になれません。そうなる

と、生活水準が上がっていますから、片働きの

場合は、子どもをたくさん作れるだけの賃金が

得られません。それから、共働きの場合は、安
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定した仕事を得ようと思った女の人は長時間労

働に行くしかないですから、子どもを育てる時

間が作れません。その両方からこぼれてフリー

ターになってしまうと、子どもを育てるお金が

ありません。ですから、だれも子どもを作れな

い。これが今起きていることです。正社員は労

働時間が長すぎて子どもを作れない、フリータ

ーは時給が安すぎて子どもが作れない、みんな

そう言っているわけです。

そこで何とかするには、２本柱にして、中く

らいの働き手を２人家庭に作り、安定的にやっ

ていくスキームに取り替えていくしかないので

す。だから、男女平等だと言っているだけの話

です。イデオロギーではないということを頭に

入れてもらう、これがワークシェアリングの基

本なのです。それがなければ労働時間短縮もで

きませんし、先には進めません。

これはとても重要なことで、ワークシェアの

ポイントは、先程欧州の例をたくさん挙げまし

たが、みんなそうです。女の人と２本柱でどう

やってやっていくかと抱き合わせでワークシェ

アをやっているのです。これは、産業構造の転

換に関係があります。それから、教育訓練をつ

けるように言ったのも、産業構造の転換に関係

があります。これから生活できそうな方にシフ

トさせていくということです。

ですから、ワークシェアは、それと抱き合わ

せなければ、ただ単に割って労働時間を短くし

て、賃金を減らしてもだめなのです。出口を探

しながら、そちらの方向に移動させるための廊

下としてワークシェアリングを使う、これがポ

イントです。そのような考え方で政策のチェッ

クをしていただきたいというのが、私の今日の

衷心からのご提案です。

スタンダードの再建

続けて、スタンダードの再建ということです。

これもわかりにくいかもしれませんが、労働時

間を短縮して賃金をカットしますと、場合によ

ってはすごく賃金の安い人までワークシェアの

名前をつけられて、労働時間を短縮し、賃金を

減らされるというケースがあります。

具体的に言うと、パートの方で月収15万円ぐ

らいの人がいます。この人がワークシェアリン

グだからと言われて、労働時間を減らされてし

まい、12万になってしまいました。その人は、

シングルマザーで子どもがいます。15万から12

万になるというのはえらいことです。ワークシ

ェアリングという名前を使って、そういうこと

まで起きているのが現状です。とすると、ワー

クをシェアして、減らした仕事なり生活なり何

なりの、どこがスタンダードか、これ以上は減

らさないという基準を作っておかないと、どん

どん生活条件が悪くなる可能性があります。

例えば、日本には最低賃金があります。ワー

クシェアをした結果、最低賃金掛ける何時間か

を下回るような賃金しかもらえなかったら、そ

れはいけないというような下支えが必要なので

す。そうしないとどんどん下回ってしまう。た

だ、ご存じだと思いますが、日本の最低賃金は

非常に低いのです。なぜこんなに低いかという

と、あの賃金の水準は、夫なりお父さんなりが

家にいて、基本的なものを見てくれる人で、自

分が食べていくために何とかなる額なのです。

実際にやってみるとわかりますが、あれで世帯

を維持しようと思ったら本当に大変だと思いま

す。生活保護の方がましです。だから、次には、

最低賃金ではなくて、生活賃金のようなものを

作ろうという話も出てきています。
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つまり、基準としてもう少し上で、世帯を維

持できるぐらいのもの。妻までは面倒を見なく

てもいいが、自分と子どもは面倒みられるぐら

いの賃金がいくらかを大体設計して、それを下

回ったらだめだというような、時給換算の設定

が必要になってくるかもしれません。最低賃金

ではなく生活賃金という名前で、もう少し上の

最低線を作ろうではないかというのが、最近一

部に出てきている提案です。

アメリカはこれをやっています。あまりにも

パートが増えすぎて、食べていけない賃金が出

てきてしまったので、何か作らないと生活が劣

化してしまってやっていけないという危機感か

らです。日本は今のところそこまでは行ってい

ませんが、ワークシェアだと言って安い賃金の

人をカットしたら、これは起こりえます。今は

高い賃金を想定していますから、１割カット、

２割カットと言っていますが、先程言った15万

円ぐらいの人でワークシェアをされたら、本当

にえらいことです。そうならないためのスタン

ダードが必要です。

アメリカのケースがいかにひどいかというと、

８時間労働で週５日働いていても、給食サービ

スに並ばないといけない、そんなに安い賃金が

ゴロゴロあるわけです。教会などで貧しい人の

ために食事を配るサービスがありますが、その

給食サービスに並んだ人を調査したら、自分は

週40時間働いているという人がいたというので

す。単価が安すぎて、40時間働いてもご飯が食

べられない、こういうことが起きる可能性があ

るわけです。

ですから、ワークのシェアというのは、何度

も言いますように、最低線をちゃんと守って、

人間らしく生きられるものが基本なのです。で

も、今はそれがバラバラと崩れていますので、

それをもう一回作り直し、人間としてのスタン

ダードを組み直すための何かが必要である。こ

れがポイントです。

パートの均等待遇

あとは、パートの均等待遇です。これは今、

非常に話題になっていますが、雇用者の４人に

１人が有期雇用を含めた不安定雇用になってい

ます。とすると、この人たちの賃金を正社員の

時給にすり合わせていかなければなりません。

まず、正社員の人で、自分はこんなに働かなく

てもいいという人はいるのです。ところが、正

社員を辞めると大きく水準が落ちてしまうから

辞められない。だから、ずっとそこにしがみつ

いて、サービス残業をやっているというケース

もないわけではないのです。

自分はこれぐらいでいいのだという、ちょう

どいい働き方があるのです。４分の３でいいと

いう人も結構いるはずです。ところが、４分の

３で働こうと思うと、今度は大きく賃金が下が

ってしまい、非常に低い水準になってしまう。

だから、サービス残業をやって、正社員にしが

みつくしかない。こういう社会ではワークのシ

ェアなどできません。

ですから、パートの人がかわいそうだから均

等待遇にしろと言っているのではなく、パート

を均等待遇にしないと雇用設計ができないわけ

です。これは今の要請です。ですから、皆さん

にも、なるべく、それに向けてやってほしいと

言っていただきたいと思います。

このようなことが、これからやってほしいこ

と、私のお願いです。


